
浦安市奨学資金貸付条例施行規則

(趣 旨)

第 1条  この規則は、浦安市奨学資金貸付条例 (日召和 56年条例第 53号。以下 「条例」 と

いう。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(奨学資金貸付審査委員会)

第 2条 条例第 4条に規定する浦安市奨学資金貸付審査委員会 (以下 「委員会」とい う。 )

に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐 し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

第 3条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席 しなければ議事を開き、議決することができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決 し、可否同数のときは、委員長の決するとこ

ろによる。

(申 請手続)

第 4条 条例第 7条第 1項の規定により奨学資金の貸付けの申請をしようとする者は、浦

安市奨学資金貸付申請書 l丹可記第 1号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提

出しなければならない。

(1)在学する学校又は出身学校の長の推薦書 (別記第 2号様式)

(2)成績証明書

(3)入学決定を証する書類

(4)住民票の写し又はこれに代わるべき書類

(5)収入を証する書類

(連帯保証人の資格)

第 5条 連帯保証人は、2人 とし、身元が確実であつて独立の生計を営む成年者でなけれ

ばならない。

2 奨学資金の貸付けを受けようとし、又は受けている者が未成年である場合において、

親権者又は後見人があるときは、前項の連帯保証人のうち 1人は、当該親権者又は後見

人でなければならない。

(貸付けの可否の決定通知)

第 6条 条例第 7条第 2項に規定する通知は、浦安市奨学資金貸付可否決定通知書 (別記

第 3号様式)に よるものとする。

(誓約書等の提出)

第 7条 条例第 7条第 2項の規定による奨学資金の貸付の決定通知を受けた者は、速やか

に次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1)誓約書 l月町記第 4号様式)

(2)連帯保証人の印鑑登録証明書

(3)連帯保証人の住民票の写し(連帯保証人が親権者又は後見人以外の者であつて、

本市以外に在住 しているものである場合に限る。 )

(修学金の交付 )

第 8条 修学金は、当該月分を本人に交付する。ただし、市長において必要と認めたとき

は、1月 分以上を合わせて交付することができる。
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(届 出の義務)

第 9条 奨学生又は借受人が、次の各号の一に該当するときは、奨学生・借受人身分異動

届 l丹町記第 5号様式)に より、速やかに市長に届け出なければならない。

(1)修学金の貸付けを辞退 しようとするとき。

(2)退学したとき。

(3)停学の処分を受け、又は当該処分を解かれたとき。

(4)休学し、又は復学したとき。

(5)引 き続き 1か月以上欠席 したとき。

(6)転学したとき。

(7)氏名、住所その他重要な事項に変更のあつたとき。

(借用証書の提出)

第 10条 奨学生は、入学準備金の貸付けが終了したときは、速やかに浦安市奨学資金借

用証書 l月可記第 6-1号様式)を 市長に提出しなければならない。

2 奨学生は、修学金の貸付けが終了したときは、速やかに浦安市奨学資金借用証書傷可記

第 6-2号様式)を 市長に提出しなければならない。

(奨学資金返還計画書の提出)

第 10条の 2 奨学生は、条例第 6条第 1項に規定する貸付期間終了後、速やかに奨学資

金返還計画書 l男町記第 10号様式)を 市長に提出しなければならない。

(返還の免除)

第 H条 条例第 H条の規定により奨学資金の返還の債務の免除を受けようとする者は、

浦安市奨学資金返還免除申請書 l丹可記第 7号様式)を市長に提出しなければならない。

(返還の猶予)

第 12条 条例第 12条の規定により奨学資金の返還の猶予を受けようとする者は、浦安市

奨学資金返還猶予申請書 l男町記第 8号様式)を市長に提出しなければならない。

(死亡の届出)

第 13条 奨学生又は借受人が死亡したときは、連帯保証人は、速やかに死亡届 l月1記第 9

号様式)に 死亡診断書又は戸籍抄本を添え、市長に提出しなければならない。

-5-

39 / 51



資 料 19

(借用証書等提出済の場合)

催  告  書

平成 23年 9月 0日

借 受 人

連帯保証人

連帯保証人

T104-0061

東京都中央区銀座 4-10-3
セン トラル ビル 8階

ライツ法律特許事務所

浦安市代理人

弁 護 士 西  尾  政  行

謹啓、貴殿 らにおかれましては益々ご清栄の段、お慶び申し上げます。

さて、当職は、この度、浦安市から、同市の奨学資金貸付金の回収を委任 された代

理人弁護士です。

ご存知のとお り、浦安市は、浦安一郎殿を借受人、浦安次郎殿及び浦安二郎殿を連

帯保証人として、平成 19年 3月 31日 までの間に、奨学資金 として合計金 288,000円

を貸 し付けました。

なお、奨学資金の返済は、学校の正規の修学期間を終了した月又は貸付けの取消 し

を受けた 日の属する月の 6か月後から 10年以内に、月賦、半年賦、年賦のいずれか

の均等払いにより返還 しなければならないこととされています (浦安市奨学資金貸付

条例第 10条本文 )。 また、奨学資金を返還すべき日までに返還 しなかったときは、返

還すべき日の翌 日から返還 した 日までの 日数に応 じ、返還すべき奨学資金の額につき、

年 14.5パーセン トの割合による延滞利′思を支払わなければならないとされています

(同条例第 14条第 1項 )。

本件においては、貸付終了後、借受人である浦安一郎殿が浦安市に対 し、上記奨学

資金借入金を下記のとお り返済する旨約束 されています。

記

返済期間  平成 21年 7月 から平成 25年 12月 まで毎年 7月 12月 末 日

返 済 額  金 30,000円 (ただし、最終月は金 18,000円 )

しかしながら、上記奨学資金については、これまで返済がなく、平成 23年 9月 1

日現在、金 150,000円 が滞納となっております (なお、今後の償還予定額は金 138,000
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円です。)。

つきましては、平成 23年 9月 15日 (木)までに、同封の納付書により滞納額金

150,000円 をお支払いください。なお、延滞利息については、上記滞納額が完済され

た後にお支払いいただくことになりますので、その旨申し添えます。

【納付相談】

何らかの事情により前記期日までに滞納金全額のお支払いができない場合には、
「納付相談」にお越し願います。当職 (ないしは浦安市から委任された別の弁護

士)が、個別に面談をさせて戴き、貴殿らの経済状況等をうかがったうえ、無理

のない返済計画等を策定すべく協議させて戴く用意がございます。「糸内付相談」の

詳細については別紙「納付相談のご案内」をご覧ください。

【訴訟提起の予告】

万一、前記期日を過ぎても、お支払い戴けず、かつ、納付相談の申し入れもない

場合には、自発的なお支払いの意思がないものとみなし、裁判所に貴殿らを被告と

する貸金返還等請求訴訟を提起することとなりますので、あらかじめご承知おきく

ださい。

既にご入金済みで、本書面が行き違いとなりました場合は、ご容赦くださいます

ようお願い申し上げます。

【連絡先】

〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番 1号

浦安市教育委員会教育総務部教育総務課

伍047(351)1111 内線 12●●

受付時間 :土 日祝日年末年始を除く8時 30分～17時

敬 具
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資 料 |イ

(借用証書等未提出の場合 )

催  告  書

平成 23年 9月 0日

借 受 人

連帯保証人

浦安 太郎 様

浦安 花子 様

T104-0061

東京都中央区銀座 4103
セン トラル ビル 8階

ライン法律特許事務所

浦安市代理人

西 尾 政 行弁 護 士

謹啓、貴殿らにおかれましては益々ご清栄の段、お慶び申し上げます。

さて、当職は、この度、浦安市から、同市の奨学資金貸付金の回収を委任さ

れた代理人弁護士です。

ご存矢日のとおり、浦安市は、浦安太郎殿を借受人、浦安花子殿を連帯保証人

として、平成 14年 3月 までの間に、奨学資金として合計金 244,000円 を貸し付

けました。

奨学生は、奨学資金の貸付が終了したときは、速やかに借用証書及び返還計

画書を市長に提出しなければならないこととされています (浦安市奨学資金貸

付条例施行規則第 10条及び第 10条の 2)。

また、奨学資金の返済は、学校の正規の修学期間を終了した月又は貸付けの

取消しを受けた日の属する月の6か月後から10年以内に、月賦、半年賦、年賦

のいずれかの均等払いにより返還しなければならないこととされており (浦安

市奨学資金貸付条例第 10条 )、 奨学資金を返還すべき日までに返還しなかった

ときは、返還すべき日の翌日から返還した日までの日数に応じ、返還すべき奨

学資金の額につき、年 14.5パーセントの割合による延滞利息を支払わなければ

ならないとされています (同条例第 14条第 1項 )。

しかしながら、貴殿らは、上記貸付が終了しているにもかかわらず、いまだ

上記借用証書及び返還計画書を提出しておらず、かつ、奨学資金の返済も全く

ありません。

上記浦安市奨学資金貸付条例第 10条の規定によれば、貴殿らは、浦安市に姑

し、本日現在、少なくとも以下の金額の支払を怠っていることになります。
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平成 17年 9月 末 日までに返済すべき金額 金 24,400円

平成 18年 9月 末 日までに返済すべき金額 金 24,400円

平成 19年 9月 末 日までに返済すべき金額 金 24,400円

平成 20年 9月 末 日までに返済すべき金額 金 24,400円

平成 21年 9月 末 日までに返済すべき金額 金 24,400円

平成 22年 9月 末 日までに返済すべき金額 金 24,400円

滞納額合計 金 146,400円

つきましては、平成 23年 9月 15日 (木)ま でに、同封の納付書により上記

滞納額 146,400円 をお支払いただくとともに、添付の借用証書及び返還計画書

に必要事項を記入の上、ご提出いただきます ようお願い申し上げます。なお、

延滞利息については、上記滞納額が完済された後にお支払いいただ くことにな

りますので、その旨申し添えます。

【納付相談】

何らかの事情により前記期日までに滞納金全額のお支払いができない場合

には、「納付相談」にお越し願います。当職 (ないしは浦安市から委任された

別の弁護士)が、個別に面談をさせて戴き、貴殿らの経済状況等をうかがっ

たうえ、無理のない返済計画等を策定すべく協議させて戴く用意がございま

す。「納付相談」の詳細については別紙「糸内付相談のご案内」をご覧ください。

【訴訟提起の予告】

万一、前記期 日を過ぎても、お支払い戴けず、かつ、納付相談の申し入れ

もない場合には、自発的なお支払いの意思がないものとみなし、裁判所に貴

殿らを被告とする貸金返還等請求訴訟を提起することとなりますので、あら

かじめご承知おきください。

既にご入金済みで、本書面が行き違いとなりました場合は、ご容赦くださ

いますようお願い申し上げます。

【連絡先】

〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番 1号

浦安市教育委員会教育総務部教育総務課

翫047(351)1lH 内線 12●●

受付時間 :土 日祝日年末年始を除く8時 30分～17時

敬 具
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原 告

被 告

市川簡易裁判所 民事部 御 中

奨学資金貸付金返 還等請 求事件

訴訟物 の価 額   金  360,

貼用 印紙額    金    4,

当事者 の表示  別紙 当事者 目録記載 の とお り

資 料 12

訴 状

平 成 24年 1月 24日

原 告訴訟代理人  弁護 士  西  尾  政  行

弁護 士  中 谷  ゆか り

454円

000円

浦安 市

浦 安 太 郎  外 2名

同

第 1 請求 の趣 旨

1  被 告 らは、原 告 に対 し、連 帯 して金 323, 525円 及 び 内金 2

58, 000円 に対す る平成 24年 1月 1日 か ら支払 済み に至 るま

で年 14.5パ ーセ ン トの割合 に よる金 員 を支払 え。

2  被 告 らは、原 告 に対 し、連 帯 して平成 24年 1月 か ら同 25年 5

月 まで毎月末 日限 り金 6, 000円 及 び平成 25年 6月 末 日限 り金

4, 000円 を支払 え。

3  訴訟 費用 は被 告 らの兵 担 とす る。

との判決並 び に仮 執行 宣言 を求 め る。
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第 2

1

2

3

請 求 の原 因

奨学 資金 の貸付

原 告 は、被告 浦安太郎 (以 下、「被 告太郎 」 とい う。)に 姑 し、浦

安市奨 学資金貸付 条例 (甲 第 1号 証。以 下 、「条例 」 とい う。)及 び

同施 行規則 (甲 第 2号 証。 以 下 、「施 行規則 」 とい う。)に 基 づ き、

奨学金 と して、 下記 の とお り金 員 を貸 し付 けた (甲 第 3、 4号証 。

以 下、「本件契約 」 とい う。)。

記

貸付年 月    平成 15年 4月 か ら平成 17年 3月 ま で

貸付金額     合計金 388, 000円

利 息       な し (条例 第 5条 2項 )

遅延 損 害金    年 率 14.5パ ーセ ン ト (条 例 第 14条 )

連 帯保 証

被告 浦安次郎 (以 下 、「被告 次郎 」とい う。)及 び被 告 浦安 二郎 (以

下、「被 告 二郎」とい う。)は 、原 告 に対 し、平成 20年 1月 22日 、

本 件 契 約 に基 づ き被 告 聖 也 が原 告 に対 して負 担 す る一 切 の債 務 に

つ い て、連 帯イ果証す る 旨を約 した (甲 第 3号証 )。

本件 貸付金 の返 済

条例 第 10条 は、奨 学金 の返還 につ いて、「奨 学生 で あった者 (以

下、「借 受人」 とい う。)は 、学校 等 の正規 の修 学期 間 を終 了 した月

又 は貸 付 け の取 消 しを受 けた 日の属 す る月 の 6月 後 か ら 10年 以

内に、借 り受 けた奨学 資金 を月賦 、半年賦 又 は年賦 の均等 払 方式 に

よ り、返還 しな けれ ばな らない。 ただ し、繰 り上 げて返還 す るこ と

を妨 げ ない。」 と規 定 して い る (甲 第 1号証 )。

被 告 らは、原 告 に対 し、本 件貸付 金全額 を受領 した後 、本件貸 付

金 の弁 済 につ き、平成 20年 2月 か ら同 25年 6月 まで、毎月末 日

2
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